
○浦安市男性不妊検査費助成規則

平成26年９月30日

規則第40号

（目的）

第１条 この規則は、男性不妊検査の費用を助成することにより、不妊に悩む

夫婦の経済的負担を軽減するとともに、不妊の治療に係る男性への意識付け

を図ることを目的とする。

（平27規則48・令６規則78・一部改正）

（定義）

第２条 この規則において「男性不妊検査」とは、不妊に係る健康保険法（大

正11年法律第70号）第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（以下「保

険医療機関」という。）が実施する不妊の原因が夫にあるかどうかを調べる

検査をいう。ただし、当該夫婦が不妊の治療を受けるための検査でないもの

を除く。

（令６規則78・全改）

（助成の対象者）

第３条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻の届出をしている夫婦であること。

(2) 検査期間中及び申請時において、夫婦の双方が本市に住所を有すること。

(3) 検査時において、妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 検査費用について医療保険の適用を受けていないこと。

（令６規則78・全改）

（助成対象費用及び助成金の額等）

第４条 男性不妊検査の費用の助成金の額は、検査に要した費用として自己負

担した額とする。ただし、毎年度、４月１日から翌年の３月31日までの間に

受けた検査につき、１万円を限度とする。

２ 助成の対象は、国内の保険医療機関における検査とする。

（平27規則48・令６規則78・一部改正）

（助成の申請）

第５条 男性不妊検査費用の助成を受けようとする者は、浦安市男性不妊検査



費助成金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に

申請しなければならない。

(1) 当該検査に係る領収書（原本）及び診療明細書その他の男性不妊検査を

受けたことを証する書類

(2) 振込口座を確認することができる通帳等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

２ 前項の申請は、検査を行った年度（４月１日から翌年の３月31日までをい

う。）内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合に

おいては、翌年度の５月31日までに行うことができる。

（平27規則48・令３規則67・令５規則29・令６規則78・一部改正）

（助成の可否の決定）

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審

査し、助成の可否を決定し、その結果を、浦安市男性不妊検査費助成金交付

決定通知書（別記第２号様式）又は浦安市男性不妊検査費助成金不交付決定

通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するものとする。

（平27規則48・令６規則78・一部改正）

（助成の決定の取消し）

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた者があると

きは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（助成金の返還）

第８条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。

（補則）

第９条 この規則に定めるもののほか、男性不妊検査費の助成に関し必要な事

項は、市長が別に定める。

（令６規則78・一部改正）

附 則

この規則は、平成26年10月１日から施行し、同年４月１日以後の特定不妊治

療及び男性不妊検査について適用する。



附 則（平成27年９月30日規則第48号）

（施行期日等）

１ この規則は、平成27年10月１日から施行する。ただし、第４条に１項を加

える改正規定は、公布の日から施行する。

２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の浦

安市特定不妊治療費等助成規則の規定は、平成27年10月１日以後の男性不妊

治療の費用について適用する。

附 則（平成28年３月31日規則第17号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

附 則（令和３年11月25日規則第67号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦安市特定不妊治療費等助成規

則の規定は、令和３年10月１日から適用する。

附 則（令和５年３月８日規則第５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年３月31日規則第29号）

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第３条の規定は、施行日以後に男性不妊検査を受けた者について

適用し、施行日前に男性不妊検査を受けた者については、なお従前の例によ

る。

附 則（令和６年９月10日規則第78号）

（施行期日）

１ この規則は、令和６年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の浦安市男性不妊検査費助成規則の規定は、施行日以後の申請に係

る助成について適用し、施行日前の申請に係る助成については、なお従前の

例による。

（浦安市公印規則の一部改正）

３ 浦安市公印規則（昭和54年規則第17号）の一部を次のように改正する。



〔次のよう〕略








